
【イベントの開催についての要請・協力依頼】

○人数上限 ５，０００人 かつ 収容率 ５０％
※感染予防が徹底されない場合は無観客・オンライン配信での開催に加えて、延期又は中止

を検討する。

◆営業時間は２１時まで（無観客で開催される催物を除く）（特措法第２４条第９項）

◆酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む）を行わない。（協力依頼）

◆イベント開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守する。（特措法第２４条第９項）

◆催物前後の三密及び飲食を回避する方策を徹底する。（特措法第２４条第９項）

◆国の接触確認アプリ（COCOA）導入、名簿の作成など追跡対策を徹底する。（特措法第２４条第９項）

◆参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底する。（特措法第２４条第９項）

◆全国的な移動を伴うイベント又は参加者が１，０００人を超えるイベントの実施に当たっては、
開催要件等について、道に事前相談する。（特措法第２４条第９項）

◆全国的な移動が見込まれるものは、開催について慎重に検討する。（協力依頼）
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※ ９月１３日以降も引き続き、上記の記載事項を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
※  １０月１日以降に開催予定のイベントについても、本対策期間中は、上記の記載事項を満たさないチケットの新規販売を停止すること。

特定措置区域

特措法第２４条第９項



【イベントの開催についての要請・協力依頼】

○人数上限

５，０００人
○収容率
[１００％以内] 大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの（※２）

[ ５０％以内] 大声での歓声・声援等が想定されるもの（※３）

※感染予防が徹底されない場合は無観客・オンライン配信での開催に加えて、延期又は中止
を検討する。

◆営業時間は２１時まで（無観客で開催される催物を除く）（特措法第２４条第９項）

◆酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む）は１９時３０分まで（協力依頼）

◆イベント開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守する。（特措法第２４条第９項）

◆催物前後の三密及び飲食を回避する方策を徹底する。（特措法第２４条第９項）

◆国の接触確認アプリ（COCOA）導入、名簿の作成など追跡対策を徹底する。（特措法第２４条第９項）

◆全国的な移動を伴うイベント又は参加者が１，０００人を超えるイベントの実施に当たっては、
開催要件等について、道に事前相談する。（特措法第２４条第９項）

◆全国的な移動が見込まれるものは、開催について慎重に検討する。（協力依頼）

◆イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設については、施設の運営に際して、
イベント開催か否かに関わらず、人数上限、収容率等の内容を遵守する。（協力依頼）

※1 人数上限と収容率でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）。
※2 クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会等、飲食を伴う発声がないもの（イベント中の食事を伴う場合であっても、必要

な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可とする。）
※3 ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント等（異なるグループ間では座席を１席空け、同一グループ（5人以内

に限る）内では座席間隔を設けなくともよい、すなわち、収容率は５０％を超える場合がある。）
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特措法第２４条第９項

※ ９月１３日以降も引き続き、上記の記載事項を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
※  １０月１日以降に開催予定のイベントについても、本対策期間中は、上記の記載事項を満たさないチケットの新規販売を停止すること。


